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1 防災対策部の組織機構について
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2 令和2年度防災対策部予算について

0施策毎の予算状況 （単位：千円、%）

施策・基本事業名 令和 2年度 令和元年度 上じ 較

（主な構成事業名）
当初予算額 8月補正後予算額 ‘増減 増減率

1 1 1 災害から地域を守る自助・共助の推進 222 891 162 911 59 980 136.8 

11101多様な主体が連携した防災活動の促進

fみえ防災・減災センタ－－－J事業
・みんなで、つくる避難所プロジェクト事業

130,995 124,934 6,061 104.9 
・地震対策推進事業
・地域減災対策推進事業

11102県民の適切な避難行動を促進するための
防災情報の提供

－防災情報プラットフォーム事業
91,896 37,977 53,919 242.0 

－避難行動促進事業

1 1 2 防災・減災対策を進める体制づくり 6 226 2.65 2 440 299 3, 785~966 255. 1 

11201防災・減災対策の計画的な推進

• DONETを活用した津波予測・伝達システム

等展開事業 成 41,453 16,430 25,023 252.3 
－職員防災人材育事業

11202災害対策活動体制の充実 E 強化

－防災都練費
・災害対応力強化事業
－気象情報収集事業 5,985,581 2,220, 192 3, 765,389 269.6 
－防災行政無線整備事業
－国民保護対策費

11205消防・保安対策の充実”強化

－消防行政指導事業
199,231 203,677 ム 4,446 97.8 

－高圧ガス指導事業

1 2 1 地域医療提供体制の確保 13 235 12 894 341 102.6 

12103救急医療等の確保

－救急救命活動向上事業 〆 13,235 12,894 341 102.6 

行政運営2 行財政改革の推進による県行政の 1 011 1 258 a 247 80.4 
自立運営

40201県民の皆さんに成果推を届けるための
仕事の進め方改革の進

・危機管理推進事業 l, 011 i,258 ム 247 80.4 

人件費 573 173 583 766 ム 10593 98.2 

その他 126 126 。100.0 

防災対策部 計 7 036 701 3 201 254 3 835 447 219.8 
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3 新型コロナウイルス感染症に係る対応状況について

1 概要

三重県においては、新型インフノレエンザ等対策特別措置法に基づき、政

府対策本部の設置に伴い、「三重県新型コロナウイルス感染症対策本部Jを

立ち上げ、対策を実施しています。

4月 10日からは、対策本部の事務局機能の拡充・強化のため、危機管理

を所管する防災対策部が加わるとともに、本部体制を各部局横断型車E織とし

て再編し、全庁体制で対策にあたっています。

2 『三重県新型コロナウイルス感染症対策本部』の運営

防災対策部では、危機管理の観点から f三重県新型コロナウイルス感染

症対策本r部J事務局の総括班を担っており、本部の運営や総合的な方針立

案等に携わっています。

［対策本部で取りまとめた主な措置等J( 4月 10日以降）

・三重県新型コロナウイノレス f感染拡大阻止緊急宣言J( 4月 10日）

・新型コロナワイルス感染症拡大限止に向けた f三重県緊急事態措置j

～5つのお願い～（ 4月 20日）

－新型コロナウイノレス感染症拡大阻止に向けた「三震県緊急事態措置」 ver.2 

～三重を守るために～（ 5月5日）

・三重県緊急事態措置解除の基本的考え方（ 5月 11日）

・新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた「三重県指針」～命と健康

を守るために～（ 5月 15日、 5月 22日改訂）

・新型コロナウイノレス感染症拡大防止に向けた f三重県指針Jver.2～県民

の皆様へ命と健康を守るために～（ 5月初日）

3 県主催のイベント開催の判断装準

5月 26日時点の「新型コロナウイノレス感染症に係る県主催のイベントの

開催基準JI士、別添資料のとおりです。
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4 移動自粛の啓発パトロール

例年、多くの人の移動が想定される時期である 4月 27日から 5月 14日

まで、移動自粛の啓発活動として、啓発パトローノレを県内全域において行

いました。

具体的には、防災対策部、地域防災総合事務所・地域活性化局、建設事

務所、農林水産事務所のパトロール軍を活用し、観光名所、景勝地、山岳

地域、河川、海岸線、漁港等において、スピーカーによる移動自粛のお願

いや状況の確認、防災啓発まによる高速道路サーピスエリアでの県外から

の移動自粛の啓発活動を実施しました。

5 避難所における感染対策

( 1 ）避難所運営への支援

4月に国から発出された避難所における新型コロナウイノレス感染症へ

の対応に関する通知を各市町へ周知するとともに、出水期を控え、県独

自の取組として、市町が避難所における対策を進めていただくための参

考資料をとりまどめ、 4月 21日付けで発出しました。

また、市町等が行う避難所の運営を支援するため、 5月末を目途に、「三

重県避難所運営マニュアル策定指針」に感染対策を詳しく盛り込む改訂を

進めています。

さらに、避難スペ｝スの確保に向けて、市町に対して災害時における避

難所としてのホテル・旅館の活用についてのアンケ｝ト調査を実施してお

り、今後、その結果もふまえ、関係部局とも連携して必要な対応について

検討します。

( 2）地域減災力強化推進補助金の対象拡大

対策lこ取り組む市町への支援として、地域減災カ強化推進補助金の対

象品目に、避難所を運営する市町職員や自主防災組織などのスタッフの

感染防止のためのマスクや消毒薬等を追加し、 7市町から申請がありま

した。

( 3 ）マスク等の備蓄

新型コロナウイルス感染症が収束していない状況において、避難所で

の感染防止を図る観点から、マスク及び消毒液等を速やかに供給できる

よう、県としても、現物で一定量を備蓄していきます。
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4 東日本大震災等への支援について

1 東日本大震災への支援

知事を本部長とする「三重県東日本大震災支援本部J（平成 23年 3月 14

日設置、知事・副知事・危機管理統括監・関係部局長で構成）において、全

庁的な支援体制を構築しており、各部局が情報を共有しながら被災地・県内

避難者への支援に取り組んでいます。（令和元年度： 2回開催）

また、 3月 11日には、県庁講堂において追悼式を開催しています。（被災

県以外での開催は三重県のみ）

( 1 ）令和元年度の主な取組

①人的支援（派遣期間：平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日）

派遣先 業務内容 職種 人数

宮城県
農地・農業用施設等の災害復i日業務 総合土木 1名

河川等の災害復旧業務 総合土木 1名

岩手県 水道施設の災害復旧業務 電気 1名

福島県
定住促進、二地域居住促進等の地域振興に

一般事務 1名
係る業務

計 4名

②被災地への支援・交流事業

0 「東日本大震災被災地等派遣職員活動記録集 2019J を作成し、関係機

関へ配布［妨災対策部］

0県本庁舎及び地域庁舎における東日本大震災応援ポスター展の開催

［防災対策部］

OGA  Pに取り組む三重県農業大学校とアグリカレッジ福島の交流・連携

により、農産物の交換販売を行うとともに人的交流を実施［農林水産部］

O宮城県の農業農村の復旧復興をパネノレ展示で、PR［農林水産部］

0三重の里ファン倶楽部メールマガジンにおいて、岩手県久慈市のグリ

ーンツーリズムの体験プログラムを紹介［農林水産部］

0高校生および中学生等が宮城県、福島県を訪問し、ボランティア活動

や交流学習等を実施［教育委員会〕

OGA  Pに取り組む県内の高校生が福島県の高校生と人的交流を実施

［教育委員会］

※東日本大震災九周年追悼式は新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め中止［防災対策部］
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③県内避難者への支援

三重県への避難者数（令和 2年 4月末現在）

岩手県 86名宮城県 44名福島県 127名茨城県 55名

その他 31名

計 343名（112世帯）

0避難者総合相談窓口を設置［防災対策部］

0県ホ｝ムページにおいて生活関連情報を提供［防災対策部］

0被災県、ボランティア団体等からのお知らせについて、市町を通じて

避難者へ配布［防災対策部］

(2）令和 2年度の取組

①人的支援（派遣期間：令和 2年4月 1日～令和 3年 3月 31日）

派遣先 業務内容 職種 人数

宮城県
水道施設の災害復旧業務 電気 1名

河川・海岸等の災害復旧業務 総合土木 1名

岩手県 水道施設の災害復旧業務 電気 1名

福島県
避難者支援業務（災害救助業務、生活再建

一般事務 1名
支援業務）

〆 計 4名

②被災地、県内避難者への支援＝交流

東日本大震災十周年追悼式の実施や高校生および中学生等の被災地訪

問（ボランティア活動、交流学習等の実施）など、引き続き全庁的な連

携を図りながら、支援・交流を行っていきます。
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2 その他災害への人的支援（中長期）

。令和元年東日本台風（台風第 19号）

年
派遣先 業務内容

度

長野県
道路、河川、流域下水道施設等の災

Rl 害復旧業務

長野県 農地・農業用施設等の災害復旧業務

R2 長野県 流域下水道施設等の災害復泊業務

※令和元年度には、短期派遣も実施

.平成 30年 7月豪雨

年
派遣先 業務内容

度

広島県 復旧業務（治山事業）
Rl 

愛媛県 農地・農業用施設等の災害復旧業務

R2 広島県 復旧業務（治山事業）

※平成 30年度には、短期派遣も実施

.北海道胆振東部地震

年
派遣先 業務内容

度

Rl 北海道 道路、河川等の災害復旧業務

、、
＼ザ

7 

職種 人数 計

総合土木 3名
4名

総合土木 1名

総合土木 1名 1名

職種 人数 言十

林業 1名
2名

総合土木 1名

林業 1名 1名

職種 人数 計

総合土木 1名 1名



5 消防圃保安行政の推進と防災ヘリコブターによる消防防災活動について

1 消防の広域化及び連携・協力

平成30年4月1日、消防庁の「市町村の消防の広域化に関する基本指金七及び「消防連携・協

力に関する基材齢七が改正され、都湖練の「消防広域化推進計画jの再策定が示されました。

このため、県では、広域化と広域化につなげる連携・協力にかかる市町の自主的な聯且を進

めることを目的に、地域ごとの広域化及び連携・協力の嚇且状況をふまえた今後の聯即こつい

て各消防本部と議論を重ね、平成31年3月に「三重県消防広域化及び連携・協力に関する推進

計画J（以下「推進計画j という。）をとりまとめました。

( 1 ）推進計画の概要

推進計画では、 10年間の振り返りと10年後の消防の姿や、、今後の消防の広域化及び連携・

協力の推進などについて、中長期的な広域化を展望しつつ、推進期限である令和6年4月1

日までの各地域における聯旦内容を記載しています。

①消防の連携・協力の推進

県内の以下の会出或において、消防の連携・協力に関する検討が進められています。

ア通信指令業務の共同運用

（ア）津市・鈴鹿市・亀山市地域

（イ）志摩広域・鳥羽市地域

（ウ）伊賀市・名張市地域

イ はしご自動車の共同整備

（ア）鈴鹿市・亀山市地域

②消防の広域化の推進

人口減少社会の到来、少子高齢化の進展等の社会情勢の変化に対応していくためには、

消防の広域化による消防力の維持・強化が有効な手段の一つであることから、連携・協力

などの聯旦をステップとして、中長期的な広域化も展望しながら、聯豆を進めていきます。

(2）令和2年度の取組

各地域における勉強会や検討会にオフ、ザ｝バーとして引き続き参加するとともに、関係市

町や消防本部開の消防の広域化及び連携・協力に関する仲介や連絡調整等の支援を行います。
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2＿円滑な救急搬送と救急救命士の養成

( 1 ）概要

救急出動件数及び救急搬送人員数は年々増加しており、平成30年の三重県内における救急

出動件数は100,560件（対前年比6.8%増）、搬送人員は93,485人（対前年比7.0%増）となって

います。

一方、救急搬送人員の半数以上（平成30年： 55.,2%（全国： 48.8%) ）.が軽症者であること

から、各消防本部においては、救急車の適正利用の啓発を推進するとともに、各地域において

医療機関と連携し、救急搬送から病院への受入れが円滑に行われるよう具体的な搬送ノレール

の策定・検証・見直しを継続して行っています。

※ 全国（平成30年） 救急出動件数対前年比4.1%増、搬送人員対前年比3.9%増

件数
人員、 105,000 

救急搬送件数および救急搬送人員の推移

100 560 

100 000 

95 000 

90 000 

85 000 

80,-000 

75 000 
m 炉救急搬送件数

70 000 
70 928 

65 000 

60 000 
H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

(2）令和2年度の取組

救急搬送を担う救急救命士の資質向上を図るため、三重県消防学校と連携した養成講習等

を実施するとともに、意識障害や心筋梗塞等の観察及び処置など具体的なテーマに則したセ

ミナーを実施していきます。

また、救急救命士養成機関（一般財団法人救急振興財団等）への県内消防職員の羽躍につ

いて、調整及び支援を行います。
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3 消防団の充実・強化

( 1 ）概要

消防団は、地域における消防防災体制の中核的栴生として大きな役割を担っていますが、

全国的に団員数の減少、平均年齢の上昇などが課題となっており、本県においても消防団員

数は昨年度から 271名減少し、 13,086名（R2.4. 1現在：速報値）となっていますo

平成21年から平成31年の 10年間の推移を比較すると、全国の減少率（企 6.0%）よりは

低いものの、本県の減少、率は企 2.9%となっていますo

また、県内消防団員の平均年齢は42.4歳（全国平均41.6歳）、女性消防団員は487名で全

団員に占める割合は3.6% （全国3.6%）となっています（H31.4. 1現在）。

（人〉 県内および全国の消防団員数の推移 （人〉

14,200 920,000 

14,000 
900,000 

13,800 

880,000 

13,600 

860,000 

13,400 

13,200 ー噌ー主重県毘員数 840,000 

ー喰四・全国団員数
831,982 ー

13,000 820,000 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 

(2）令和2年度の取組

①消防団充実強化促進事業（幸欣見事業：令和2年度から 3か年）

市町における学生やOB団員などを対象とした機育協lj団員制度の導入および女性消防団

員加入の取組を促進させるとともに、地域特性や消防団の実情に応じた創意工夫ある消防

団員の確保および消防団の活性化に係る聯旦を支援し、消防団の充実強化をめざします。

ア 消防団充実強化促進事業補助金

活動服や翻需品、女性消防団員が活動しやすい環境整備の補助

イ 消防団充実強化促進研修会

消防団長や幹部団員、市町担当者等を対象に、機官協社団員制度の導入および女性消

防団員の加入促進等をテーマとした研修会の開催

②その他の入国促進の取組

消防団への瑚卒促進等を目的に、三重県消防協会と連携し、広報媒体等を活用した啓発

や情報発信を行うとともに、消防団員およびその家族に特典やサービスを提供する「みえ

消防団応援の店J制度の円滑な運営に取り組みます。（昭.4.1現在： 1,346店舗）

また、若年層等の入団促進を図るため、大学等への啓発資料の百聞や市町への「学生消

防団活動認証制度jの活用を働きかけるとともに、「三重県青年・女性消防団員研修会及び

交流会Jを開催します。
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4 高圧ガス事業所等の予紡・保安対策

( 1 ）概要

①高圧ガス・ LPガス

高圧ガス保安法に基づき、保安の確保のため、高圧ガス事業所に対し完成検査、

保安検査および立入検査等を実施しています。

また、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づき、 Lp 

ガス販売事業等に対して、保安の確保のため立入検査等を実施しています。

②火薬類

火薬類取締法に基づき、火薬類を取り扱う関係事業所に対し、火薬類の保安の確

保のため、火薬庫等の完成検査、保安検査および立入検査等を実施しています。

③電気工事業

電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づき、電気工事の欠陥等による事故

の発生防止・拡大防止のため、電気工事業の登録および事業者の事務所等への立入

検査等を実施しています。

④危険物取扱者及び消防設備士

消防法に基づき、危険物や消防用設備の不備等による事故の発生および被害の拡

大防止のため、危険物取扱者および消防設備士免状所持者に対する保安講習を実施

しています。

(2）研修会等の開催

高圧ガス製造事業者等に対し、事故防止およびコンブライアンスの徹底等を図るた

めの研修会を開催しています。

｛参考｝令和元年度の取組

0保安対策セミナー 令和元年7月 18日（四日市市） 77名受講

苓油コンビナートの保安推進のための講演会を実施

。コンブライアンス・保安推進研修会

事業所におけるコンブライアンスや災害防止、施設管理の留意点等の他、高圧ガ

ス等関係法令の改正状況や許認可手続き等について周知

※ 令和2年3月 12日（津市）、 13日（四日市市）において開催予定のところ、新型コロ

ナウイノレス感染症まん延防止のため中止し、事業者に県HPを通じて周知。

( 3）令和2年度の取組

高圧ガス、 LPガスおよび火薬類を取り扱う施設並びに電気工事業者等に対する検

査、指導や危険物取扱者等への講習を適切に実施することにより、引き続き事故防

止、保安の確保を図っていきます。

また、事故防止およびコンブライアンスの徹底等を図るための研修会を開催しま

す。
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5 石油コンビナートの防災対策

( 1 ）概要

全国の石油コンピナ｝ト地域は、令和元年度末で 33都道府県に 83区域（特別訪災

区域）が指定されています。

県内では、四日市臨海地区および尾鷲地区の 2区域が指定されていますが、中部電

力株式会社尾鷲三田火力発電所の廃止に伴い、規制を受ける事業所は四日市臨海地区

の34事業所となっています。

また、国から平成 31年3月に示された「南海トラフ沿いの異常な現象への防災対

応検討ガイドラインJに基づき、令和2年3月に三重県石油ロンピナ｝ト等防災計画

の見直しを行いました。

なお、令和元年度の県内石油コンビナート地域における火災等の事故発生状況は、

大規模な事故や爆発事故は発生しなかったものの、 8件の事故（四日市臨海場区）が

発生しています。

( 2）令和2年度の取組

近年の事故原因は、腐食などの設備の維持管理上の問題や、人為的なミスによるも

のが多いため、ハード面の強化策として、事業所への立入検査により設備の維持管理

徹底を指導するとともに、ソフト面の支援策として、保安担当者の意識向上を図るた

め研修会などを開催します。

また、中部電力株式会社尾鷲三田火力発電所の廃止に伴い、尾鷲地区について特別

防災区域の指定が解除される予定であることからミこれに伴い三重県石油コンビナー

ト等防災計画の見直しを行います。
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6 防災ヘリコブターによる消防防災活動について

( 1 ）概要

平成5年4月に発足した三重県防災航空隊は、消防組織法により県が設置して市町・

消防本部の協力を得て、防災ヘリコプター「みえJによる救急・救助活動や災害応急

対策活動、火災防御活動等を担っています。

現在（ 2代目）の防災ヘリコプター fみえjは、平成 29年9月1日に供用を開始し、

機外カメラにより撮影した動画等を即鹿に地上へ電送する「ヘリコプターテレビ電送

装置Jや、防災ヘリコプターの活動位置をリアノレタイムに把握し、航行経路を全国で

共有できる f動態管理システムj などを加え、県の消防防災体制を強化しています。

①運航管理体制

・基地

－人員体制

・運航時間

津市伊勢湾ヘリポート（津市雲出鋼管町2-2) 

防災航空斑 10名（うち 9名は、市町消防職員）

※ヘリコプタ｝の操縦、点検整備等は委託

8時30分から 17時 15分まで

※緊急時は、日の出から自没まで

②航空隊の主な任務

．救急車で搬送するよりも病院搬送までの時間を短縮できる救急患者の搬送

．河川・海等での水難事故や山岳遭難事故等における捜索・救助

・地震、台風、豪雨等の災害の状況把握

－林野火災等における空中からの消火活動

－災害危険箇所等の調査、各種防災訓練等への参加

③航空隊の緊急運航実績

（注）県外の件数は内数。

H 27年度 H 28年度 H 29年度 H 30年度 R元年度

果外 県外 県外 県外 県外

救急 39 4 32 3 47 8 31 4 28 5 

救 水難 13 4 5 5 5 

山岳 39 4 40 4 44 8 31 5 30 6 

助 その他 。 。 2 2 

災害応急対策 。。。。。 2 。 2 。
火災防御 1 2 。 6 。。。 2 。、

合計 93 9 78 7 104 16 71 9 68 11 

(2）令和2年度の取組

引き続き、救助要請を行う消防本部等と緊密に連携し、情報収集等を行い、安全運

航のもと、様々な緊急運航要請に的確、迅速に対応してまいります。
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6 三重県の防災・減災対策について

三重県では、「三重県防災対策推進条例」や条例に基づく事業計画として策定した

「三重県防災・減災対策行動計画jをはじめ、災害対策基本法に基づく「三重県地域

防災計画j等により、防災・減災対策を推進しています。また、条例に規定する職員

の人材育成を図るため、「三重県職員紡災人材育成指針jによる取組を進めています。

1 三重県防災対策推進条例

( 1 ）目的

「自助Jr共助j 「公助jの理念のもと、県民、自主防災組織、事業者、市町、防

災関係機関及び防災ボランティア等の団体とカを合わせて、地震・風水害等の災

害に対応できる地域社会の実現を図るため、防災対策を推進することを目的とし

ています。

(2）条例の改正

当条例は、平成 21年3月の制定から 10年間を経過し、この聞に発生した東日

本大震災や紀伊半島大水害等をふまえた対策や、 Ic Tの進展に伴う新しい社会

(Society5. 0）への対応及び事前復興の考え方（SDGs）といった今後の方向

性を反映させるための改正を令和 2年3月に行いました。

今年度は、県民や自主防災組織、事業者、市町等に条例改正内容の周知を図っ

ていきます。

2 三重県防災・減災対策行動計画

( 1 ）目的

総合的な観点から三重県のこれからの防災・減災対策の方向性と道筋を示し、

r自助j 「共助Jr公助Jの力を結集して、災害に強い三重づくりを進めることを

目的としています。

(2）対策の構成（施策体系）

「三重県地域防災計画Jと構成をあわせる形で、講じるべき対策を時間軸の観点

で大きく 3つの柱に区分し、 「災害予防・減災対策J「発災後対策j 「復旧・復興

対策j において推進すべき対策をまとめています。

(3）計画期間

平成 30(2018）年度～令和4 -c2022）年度（5年間）

(4）重点的取組

行動計画では、これまでの取組の検証結果や近年の災害から明らかになった課

題に対応するため、「自助Jr共助J「公助jにかかる 7つの「重点的取組」を定め、

特に注力して取組を進めています。

をさらに促五
災人材の地：
舌性化を進8
．避難行動望
める。
書をふまえ、
選難対策を封
対策活動を足
る防災力をZ
づくり（ハ山
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( 5）進捗管理

毎年度の f三重県防災・減災対策行動計画Jに基づく主な防災・減災対策の取

組結果について検証のうえ、実績レポートとして取りまとめており、今年度は本

計画の中間評価もあわせて行い、 6月に公表します。

3 三重県職員防災人材育成指針

( 1 ）目的

災害発生時等に、職員が防災対策において責務を最大限に果たすため、中長期

的に人材育成を図ることを目的に、令和2年3月に策定しまじた。

(2）目指すべき r職員像Jと「行動原則j

防災人材として目指すべき「職員像Jと、職員の具体的な行動の指針となる「行

動原則j を次のとおりとしています。

｜職員像｜
県民とともに f防災の日常化j に取り組む職員

職員一人一人が自分事として日常的に防災・減災に取り組み、発災後は人命の

確保はもとより、被災者の早期の生活再建と地域社会のより良い復興を県民とと

もに成し遂げる職員

｜行動原則｜

行動原則1 被災地から学び備える

行動原則2 職員として自らの命は自らで守り、県民の生命・財産を守る

行動原則3 災害対応は時間との戦いとなるため、率先して行動する

行動原則4 多様な被災者ニーズに応えるため、各自の業務を越えて連携する

行動原則5 地域社会のより良い復興を念頭に、常に一歩先を見据える

( 3）人材育成の方向性

職員が防災人材として身に付けておくべき能力は、各職員の役割や階層により

異なることから、災害対応において各職員に割り当てられる「役割別Jと階層に

応じた f階層別Jに区分し、取組を進めることとしています。

職員は、これらの取組を通じて、各自の役割や階層に応じて、研修等へ積極的

に参加することで能力向上をめざします。

(4）計画的な人材育成の取組

本育成指針を通じて、今年度から 5年以内に全ての職員が行動原則に沿った知

識や心構えが身につくように取組を進めます。

具体的には、毎年「三重県職員防災人材育成計画jを策定し、役割別・階層別

の研修やOJ Tなどによる人材育成に計画的に取り組みます。

今年度は、「令和2年度三重県職員防災人材育成計画Jに基づき研修を実施す

るともに、標準教材を作成します。
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フ 地域防災力の強化について

南海トラフ地震等の大規模災害や激甚化する風水害に備えるため、 「自助Jr共助J
「公助j の取組を促進するとともに、防災対策を日々の生活と一体のものと考える、

いわゆる「防災の日常化Jという概念の定着を図ることで、地域防災カを強化してい

くことが不可欠です。

本県では、三重大学と協働で設置した「三重県・三重大学 みえ妨災・減災センタ

ーj による各種事業をはじめ、地域防災力強化推進補助金による市町の取組支援、防

災技術指導員による地域支援、 「みえの防災大賞Jによる顕彰などにより、地域防災

力を強化しています。

1 みえ防災・減災センターの取組
みえ防災・減災センターでは、防災に対する f人材育成・活用j f地域・企業支

援j 「情報収集・啓発j 「調査・研究j に取り組むとともに、訪災・減災に関する

ノ＼ブ機能、シンクタンク機能の向上に取り組んでいます。

また、同センターの職員に市職員（ 1名）を受入れ、市町職員の人材育成を行う

とともに、市町のニーズを反映することで取組の充実に努めています。

( 1 ）人材育成・活用事業

地域防災力の向上を牽引する人材となる「みえ訪災コーディネーターj などの

人材育成と育成した人材を登録して地域との橋渡しを行う「みえ防災人材パン

クj制度を運用しています。

なお、本年度実施予定の研修事業については、新型コロナウイノレス感染症拡大

防止のため、開催を延期または中止することもあります。

【主な事業1
・みえ防災コーディネーター育成講座（さきもり基礎コース）

・みえ防災塾（さきもり応用コース）

－市町等行政職員を対象とした防災研修
・自主防災組織リ｝ダー研修 など

(2）地域・企業支援事業

地域や企業等の防災・減災対策推進に関する相談窓口をセンター内に設置する

とともに、多様な主体の交流により地域防災力を向上させることを目的とした事

業を実施しています。

【主な事業】

・「Myまっぷラン＋（プラス）Jによる避難計画策定支援事業

．相談窓口の設置と運用

－みえ企業等防災ネットワークの運営

(B,C P策定支援、地域別企業妨災研修等）

．地域防災研究会の開催

・DONE T研究会の開催など

( 3）情報収集圃啓発事業

県民の防災意識向上に活用できる啓発コンテンツを整備するとともに、防災啓

発事業を実施しています。

【主な事業】
・みえ防災・減災ア｝カイブ（http://midori. midimic. jp／）の運営

・みえ地震・津波対策の日シンポジウムの開催（12月） など
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(4）調査・研究事業

行政と大学が連携するセンタ｝の機能を活用し、防災・減災に関する実践的な

テーマを選定のうえ、行政職員と大学教員が一体となって調査・研究を実施して

います。

令和2年度は、 「南海トラフ地震に関する調査研究」、 「風水害に関する調査研

究Jをテーマに調査・研究を実施します。

2 地域減災力強化推進補助金による市町の取組支援

市町が取り組む、住民を風水害から守る「共助Jの推進や南海トラフ地震対策等

の充実・強化を支援します。

【補助区分｝

0風水害対策の緊急促進

頻発する風水害に対し、住民の適切な避難行動につなげ、命を守る取組を緊急

的に支援

0南海トラフ地震対策等の充実＝強化

h 近い将来、発生が危倶される南海トラフ地震対策等の充実・強化のため、住民

の耐震対策や避難、受援、復興に関する取組を支援

0避難所における感染対策の強化

新型コロナウイルス感染防止のため、補助金の対象品目にマスク・消毒薬等を

新たに追加することで、避難所での感染対策の取組を支援

3 みんなでつくる避難所プロジェクト事業（県民参加型予算）

誰もが過ごしやすい避難所づくりを促進することを目的として、県民参加型予算

（みんつく予算）を活用した事業を実施します。

実施にあたっては、みえ防災・減災センターと連携し、子ども向け避難所体験ゲ

ームの開発や子ども向けDVD教材の作成を行うほか、防災レシピコンテストや企業

等とコラボした資機材の開発を行います。

4 避難所運営の支援

市町が避難所を適切に運営していくには、地域の実情に応じた運営マニュアルを

事前に作成しておくことが重要です。

県ではその指針となる「避難所運営マニュアノレ策定指針j を策定し、防災技術指

導員が市町や自主防災組織等からの依頼を受けてマニュアル作成を支援しています。

なお、今回の新型コロナウイルス感染症の発生をうけて、現在、避難所における

感染対策強化に関する「避難所運営マニュアノレ策定指針Jの改訂を 5月末を目途に

進めていますー

5 防災意識の醸成

防災啓発専門員による紡災啓発車（地震体験車3台）を活用した地震の模擬体験

による防災・減災に関する啓発活動や、 「みえの防災大賞Jによる自主防災組織の

顕彰など防災意識の醸成のための取組を実施しています。
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8 災害対策活動体制の充実・強化について

大規模地震や風水害等に備えて、県や市町等において、防災訓練の実施や三重県版

タイムラインの運用、受援体制の整備のほか、市町で、の各種マニュアル作成に対する

支援等により、公助の基盤となる県・市町等における活動体制の充実ー強化に努めて

います。

1 防災訓練による災害対応力の向上

過去の災害の教訓をふまえ、即応型のより実践的な訓練を実施することで、県民

の防災活動に関する意識醸成を図るとともに、市町や防災関係機関と連携して災害

発生時に迅速かっ的確な災害応急対応ができる体制整備に取り組んで、います。

防災訓練の実施にあたっては、南海トラフ地震で県内全域に大きな被害が発生す

ることも想定し、県・市町・防災関係機関等が連携した実動訓練および県災害対策

本部や県地方災害対策部が主催する図上訓練等を通じて、実践的な災害対応力の向

上を図ります。

なお、新型コロナウイノレス感染症の状況の推移をふまえて、下記訓練の時期と内

容については、関係機関と調整中です。

( 1 ）実動訓練

各地域で最も大きな被害をもたらす災害を想定した三重県総合防災訓練を、過

去の開催実績や地域ノ〈ランスを考慮して開催場所を決定し実施しています。

今年度は南海トラフ地震を想定し、伊勢市、玉城町、度会町と連携し、 f三重県・

伊勢市・玉城町・度会町総合防災訓練Jとして、救出救助、被災者支援、物資輸

送などの連携を図ることを目的とした訓練を実施します。

開催日：令和2年11月15自（自）

場所：伊勢市（メイン会場）よ玉城町、度会町（サブ会場）

(2）図上訓練

年度当初の新たな体制で、あっても災害対策本部における対応が的確に行える

よう、 4月10日に災害対策統括部配備要員訓練を実施しました。

また、関係機関との連携強化を推進しつつ、災害対策本部における組織と個人

の活動能力の向上を図るため、総合図上訓練（ 9月 113）および統括部図上訓練

( 1月29日）を実施します。

各地方災害対策部においても、各地域での災害特性に応じて、対応力向上のた

めに図上訓練等を実施します。

( 3）他府県等と連携した訓練

災害応援協定等に基づき、他府県等との連携強化のための訓練を実施じます0

・中部緊急災害現地対策本部訓練 11月 1913' 20日

－緊急消防援助隊中部ブロック合同訓練（愛知県） 時期未定

・緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓練（徳島県）

・中部ブロック南海トラフ地震防災対策推進連絡会広域防災訓練 " 

・中部9県1市広域災害時等応援協議会 情報伝達訓練 " 

・自衛隊防災訓練（南海レスキュー02)

－関西広域応援訓練（図上訓練）
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2 受援計画の市町展開

南海トラフ地震等の大規模な災害が発生した際には、国や他県等からの応援活動

が実施されます。こうした応援活動を受けて、被災者の支援を効果的に行うために

は、被災した市町と県とが一体となって受援活動を進めることが重要となります。

このため、本県では、平成 30年3月に策定した「三重県広域受援計画Jに基づ

き、実効性を高めるための訓練等を行っており、あわせて、平成 31年3月に作成

した「三重県市町受援計画策定手引書Jを活用して、県内市町においても受援体制

づくりをより一層進めていただくよう市町に計商策定の働きかけを行っています。

令和元年度末までに 7市町において受援計画が策定されたところであり、全市町

における受援計商の早期策定を促進するため、今年度においても、本手引書をもと

に、市町のニーズを踏まえた市町受援計画策定支援の研修会等を開催していきます。

3 タイムラインの市町展開
県では、発災前から予測できる風水害に対する事前対策から発災後の対策までを、

「し、つ、誰が、何をするかj時系列で整理することで被害を最小化することを目的

に、平成 30年4月から「三重県版タイムラインj を本格運用しており、台風到達

が予想される場合は、タイムラインを発動し、各段階に応じた「抜け・漏れ・落ちJ

のない対策を講じています。

また、被害を最小化するためには、県だけでなく被害が想定される市町も一体と

なって取り組むことが重要であるため、関係市町との意見交換等を経て、平成 31年

3月に作成した「市町タイムライン基本モデノレj を活用して、市町にタイムライン

策定の働きかけを行っています。

令和元年度までに 18市町においてタイムラインが策定されたところであり、本

年度中に全ての市町でタイムラインが策定されるよう引き続き支援していきます。

4 DONE Tを活用した津波予測・伝達システム

DONE T (Dense Oceanf loor Network system for Earthquakes and Tsunamis）とは、国立

研究開発法人防災科学技術研究所が運用する「地震・津波観測監視システムjのこ

とで、南海トラフ地震の震源域周辺に強震計や水圧計からなる観測装置を設置し、

地震や津波の発生を常持監視しています。熊野灘沖の東南海地震の震源域に設置さ

れたDONE Tlと、潮岬沖から室戸抑沖の南海地震震源域に設置されたDONE 

T2とがあり、 DONE Tlは平成 23年8月から、 DONET2は平成 28年4月

から運用されています。

( 1 ）「DONE Tを活用した津波予測・伝達システムjの展開

県では、このDONETlの観測情報を活用し、津波の発生を緊急速報メーノレ

で地域住民に伝えるとともに、津波の到達時間や高さ、浸水区域等を即時に予測

して県庁に設置されたモニター等に表示する fDONETを活用した津波予測・

伝達システムj を伊勢志摩サミットの地震・津波対策として整備し、平成 28年

5月から伊勢志摩地域（伊勢市は緊急速報メーノレのみ）で運用を開始しています。

また、平成 29年度からは、伊勢志摩地域と同様に、南海トラフ地震発生時に

深刻な津波被害が想定されている南部7市町（南伊勢町（旧南島町地域）、大紀

町、紀北町、尾鷲市、熊野市、御浜町、紀宝町）に本システムを導入するため、

津波被害想定データの作成等、必要な作業を実施しました。
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さらに、本システムによる津波即時予測情報を県以外の機関に提供することは、

気象業務法上の予報業務にあたることから、同法に基づく津波予報の許可を取得

して、南部9市町（鳥羽市、志摩市、南伊勢町、大紀町、紀北町、尾鷲市、熊野

市、御浜町、紀宝町）への津波予報業務を今年3月から開始L、あわせて緊急速

報メールの配信地域を拡大しました。

三重 県が活用する

DON豆刊には、22の観測点

があり、各観測点には、強

震計、広帯域地震計、水品

水圧計などの観測装置が設

置され、さまざまなタイプ

の海底の動きを捉えること

が可能である

DONE Tを活用した津波予測・伝達システムの機能と特長

m：~お津波節詩予測機能l
時一一一一一W：言ii~手遺伝ミ：~；；）i ；＇＇；：~＂＇i';"';tDJ!W;{I＇：ミ約三、：永＇ il9Ylf:t'~lとご ＇＇ i~；；

事一速一E
g
i

日
刊
川

一
一
一
一
一
一
一
今
一
斉

ι

(l)＇；；緊急速報メール：：：：：；
。津波の観測が継続しでいる場合は二こ
：れを：知らせるメデルを：；f詩間三と！こ
発信じに浸水地域｛之戻ることを防止すJ

る5
/JI:メール本文！ま和英併記とい：日本語を

母語と；：じない：入！こ；も情報を提供するじ

::<g）＇~：津波即時予測機能三
＇：¢地震発生直後や夜間等、：防災へ；リ等；で
；現地の確認が困難な場合であっ：でも；：
〆システムiが表示する情報に基づきょ： ；）（＇

員派遣の配分決定等、－早期の災害対応、：；
：；！こ活用するど；
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(2) rooNE Tを活用した津波予測・伝達システムJの今後の展開

伊勢市以北の伊勢湾岸地域においても本システムを導入するため、令和元年度

から津波被害想定データの作成等、必要な作業を実施しており、今年度も伊勢湾

岸地域での津波予報業務の開始に向けて引き続き作業を進めます。

5 海抜ゼ口メートル地帯における広域避難対策

県北部の海抜ゼロメ｝トノレ地帯は、スーパー伊勢湾台風が襲来したり、大規模な

地震が発生した場合、道路被害や長期間にわたる浸水の継続等によって甚大な被害

が生じることが懸念されています。

こうしたなか、桑員2市2町では、桑名地域防災総合事務所とともに構成する桑

員地域防災対策会議で、当該地域の住民が自治体の枠を越えて円滑に避難する場合

の、海抜ゼロメートノレ地帯における広域避難対策に取り組んでいます。

昨年度は、伊勢湾台風 60年防災訓練の課題をふまえ、「いつ、誰が、何をするかj

を整理した広域避難タイムラインのたたき台を作成しました。

今年度中の広域避難タイムライン策定に向けて、引き続き、取組を進めていきま

す。

6 南海トラフ地震臨時情報に対する防災対応

令和元年5月に、中央防災会議において「南海トラフ地震防災対策推進基本計画j

が変更され、南海トラフ全域を対象に地震発生の可能性の高まりについて知らせる

ために気象庁から発表される「南海トラフ地震臨時情報J（以下、「臨時情報j とい

う。）の運用が開始されました。

臨時情報のるち、「巨大地震警戒jが発表されると、事前避難対象地域の住民は、

1週間避難を継続するなどの対応をとることとなるため、県や市町において、臨時

情報が発表された際にすみやかに対応できるよう、情報連絡・伝達体制の構築や避

難対策などに取り組む必要があります。

昨年度は、津地方気象台や市町等の参画を得て f防災施策に関する研究会j を開

催し、市町での計画策定に関する課題や進捗状況の情報共有を図るとともに、事前

避難対象地域の設定についての県の考え方を示すなど、市町の計画策定を支援しま

した。また、 f三重県南海トラフ地震防災対策推進計画jおよび「三重県地域防災計

画j の修正を令和2年3月に行いました。

今年度は、引き続き市町の支援を進めるとともに、タウンミーティングを開催し、

県内関係団体に対しでも南海トラフ地震への防災対策を周知 ι啓発することで三重

県全体の災害対応力の向上を図ります。

【参考1

0事前避難対象地域

地震発生後では津波からの避難が間に合わないおそれがあるため、南海トラフ地震臨時

情報（巨大地震警戒）の発表後、緊急災害対策本部長からの指示を受けて、避難勧告等を

発令すべき対象として、市町村があらかじめ定めた地域。

住民事前避難対象地域と高齢者等事前避難対象地域を合わせた地域。

O住民事前避難対象地域
事前避難対象地域のうち、市町村が避難勧告等を発令し、全ての住民が 1週間を基本と

した避難行動をとるべき地域。
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0 高齢者等事前避難対象地域

事前避難対象地域のうち、市町村が避難準備・高齢者等避難開始を発令し、要配慮、者等

が1週間を基本とした避難行動をとるべき地域。

7 A I技術を活用した避難対策

これまですみやかに入手することが困難で、あった発災前後の現場等からの情報

を、 SN SとAIを活用しリアルタイムに収集するシステムや、 AIスビーカーを

音声操作することで避難に必要な情報を容易に収集できるシステムを開発し、より

適切な避難行動につなげる取組を行っています。

昨年9月に伊勢市で実施した実証訓練もふまえ、今年度は、 9月以降にモデル市

町において一部機能での運用を開始するとともに、来年度からの正式運用に向けた

システム開発を行っていきます。

(1) A Iを活用した災害情報のマッピングによる可視化

平成 30年7月豪雨に関する岡山県の検証では、消防本部に寄せられた「越水j 与

などの現場からの情報が県に伝わらなかった事例があり、こうした重要な情報を

県が迅速に収集し、住民に伝えることができていれば避難行動につなげられてい

たとの指摘がなされています。

このような課題を解消するため、消防団や河川巡視員等が現場で入手した被害

の状況等を現場写真とともにLIN Eで県に提供し、受け取った情報はAIが地

図上に自動で、マッピングし可視化するシステムを開発し、県や市町の災害対策本

部で正確な情報をリアルタイムに把握し活用することで、効果的な避難情報の提

供につなげます。

(2) A Iスビーカー等を活用した避難情報等の提供

平成 30年7月豪雨や令和元年東日本台風（台風第四号）で亡くなられた方の

約 7割が 60歳以上であり、被災地での調査では「高齢の方は若い方に比べて災

害時に避難する意識が低い」という結果が出ています。

一方で、被災者へのアンケートでは、 31.8%の方が家族等からの呼びかけが避

難のきっかけになったと回答しています。

このことから、これまで推進してきた高齢者世帯に対する地域の共助による避

難の呼びかけに加え、県民のAIスピーカーやスマートフォンを使った避難情報

等に関する質問にAIが回答するシステムを開発することで、高齢者等が音声操

作で必要な情報を容易に取得したり、 AIから得た情報をもとに離れて暮す家族

が高齢者等に避難するきっかけとなる呼びかけをできるようにすることで、避難

行動を促進していきます。
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9 迅速な対応に向けた防災情報の共有化について

災害発生時の迅速な災害対策活動に向けて、防災情報プラットフォームを用いて防

災関係機関との情報共有を行うとともに、県民へ防災情報の提供を行っています。

また、 NTT等の公衆回線が途絶えた際も通信を確保できるよう、防災通信ネット

ワークを構築し、気象情報等の防災情報を関係機関へ確実に伝達しています。

地震災害では県内に甚大な被害が懸念されるため、県内各地に震度計を配備した震

度情報システムにより、地震発生時に迅速な初動対応が行えるように情報収集を行っ

ています。

1 防災情報プラットフオーム

( 1 ）概要

県災害対策本部活動の支援のほか、様々な災害情報等を収集し、共有・提供す

る仕組みである防災情報プラットフォームは、「防災みえ.jpJホームページ、「防

災みえ.jpJ防災情報メール等配信サービス、防災情報システムで構成されてい

ます。

①「防災みえ jpJホームページ

県が収集した気象情報、地震・津波情報、ライフライン情報等の防災・災害

に関する情報を県民等に提供するシステムであり、これまで、の文字による情報

に加え、避難勧告・指示、避難所開設、被害状況については、地図を活用した

情報提供も行っています。

また、防災に関する各種資料等を提供するとともに、気象情報、地震・津波

情報等については、携帯電話用サイトでも提供しています。

②「防災みえ jpJ防災情報メール等配信サービス

登録者に電子メール、ツイッターおよびLIN Eによって、気象情報、地震・

津波情報等の提供を行っています。

また、令和 2年4月 23日からは、三重県とヤフー株式会社が締結している

f災害に係る情報発信等に関する協定j に基づき、「Yahoo！防災速報Jでの防

災情報等の配信を行っています。

各登録者数（令和2年4月時点）

・メーノレ配信 ~2, 708人
－ツイッター 3,055人

• L I NE  15, 993人

・Yahoo！防災速報約 32万人

③防災情報システム

県災害対策本部の設置特に、市町等から被害情報や避難情報を収集し、災害

対策活動に役立てるとともに、関係機関で情報共有するためのシステムです。

なお、収集した情報はLアラート（災害情報共有システム）を通して報道機

関へ配信され、県民の皆さんへはテレピやラジオを通じて情報提供されます。
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(2）令和2年度の取組

妨災みえ.jpホームベ｝ジによる情報発信については、県民の皆さんに必要な

情報をわかりやすく提供できるよう内容の充実を図ります。

また、メーノレ、ツイッターおよびLIN Eによる情報発信では、県民の皆さん

の適切な避難行動につなげられるよう、わかりやすく呼びかけます。

防災情報システムについては、継続的な改善を図り、令和2年度には次の機能

改修を行います。

－南海トラフ地震臨時情報への対応

－気象庁および市町が発表する警戒レベノレへの対応

・台風強度の予報日数の変更（3日→5日）

ぢ；今：；；：県日j：‘
：：｜災対：；：情j報｜

｜：対立ライ：J等清：報n
｜賠壊現J1i信報i
j票管理道路情：報i
i：土砂災害指報：：i

:・ ：：：：市：：：持｝！三l

｜災対情報i
i避難指示：，：~：勧告｜

｜；避難所情；報1
:f被：害：：情：：報｜

精報提供機関
i気象情報｜

｜：鴎~~iii情報i

防災情報プラットフォームの概要

24 

｜ーフォンl
l携帯電話l

c:・-・:, J情報伝達機関・

しアラート

緊急速報メ一Jレ

（阿πdoco
au 1 

Softbank J 

'----1 



2 防災通信ネットワーク

( 1 ）概要

妨災通信ネットワ｝クは、災害時に防災関係機関相互の通信を確保するため、地

上系防災行政無線、衛星系防災行政無線および有線系通信設備で構成し、県庁舎、

市町役場、消防本部、警察署、災害拠点病院、国等の関係機関に設置しており、気

象警報・注意報等の防災気象情報に防災関係機関に迅速かっ確実に伝達しています。

また、災害時に防災ヘリコプターにより撮影した被災地の画像情報等を、防災通

信ネットワ｝クを活用して、県および市町の災害対策本部でリアルタイムで確認で

きます。

（参考）

①設置状況
~ 、ゆ

設置箇所数
設置場所（機関名） 設置機関数

地上系 衛星系 有線系

県庁舎等 13 13 10 13 

中継所 一 23 一 一

端末局 119 135 52 75 

市町 29 46※1 29 45※1 

消防本部 15 15 15 16※2 

，由、、 警察署関係 19 19 。
内 医療関係 21※3 21※3 4 。
訳 報道関係 3 3 。 。
、＿，，

県地域機関、県関係 19 19 。 12 

国関係 8 7 3 2 

ライフライン 5 5 。 。
合計 132 171 62 88 

※l 市町の地上系および有線系の設置笛所数が設置機関数より多いのは、現在も市町村合

併前の役場に設置している所があるため

※2 消防本部の有線系の設置筒所数が設置機関数より多いのは、消防本部から離れた消防

指令センターにも設置している所があるため

※3 令和 4年度に、三重中央医療センター、伊勢市立伊勢総合病焼、桑名市総合医療セン

ターの 3笛所に地上系が追加され、 21箇所となる予定

②各設備の特徴

ア 地上系防災行政無線

山上等に設置した中継局を介して防災関係機関に設置した固定局および

車等の移動局の相互間で音声通信等を行う無線通信設備です。

イ 衛星系防災行政無線

赤道上空の静止衛星を介しで、防災関係機関や可搬型無線機の相互間で音

声通信、画像伝送等を行う通信設備です。現地からの映像伝送やテレビ会議

等にも利用できます。

ウ 有線系通信
インターネット等を利用して防災情報や画像情報など大容量のデータ通

信を行う通信設備です。
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(2）令和2年度の取組

現在使用している地上系防災行政無線設備は、前回整備から 15年が経過し、老

朽化による故障が増加してきていることや、一部の無線機が電波関係法令の改正に

より令和4年 11月までしか使用できないこと、また、有線系通信設備は機器が保

守期限を迎えていることや、使用しているOSのサポートが終了していることから、

地上系防災行政無線設備および有線系通信設備の更新工事（令和元年度～4年度）
を行っています。

令和 2年度は、消防関係施設や中継所に設置の無線設備、並びに有線通信設備等
の更新工事を行います。

F三重嬢義彦災遺信ネットワーク三と惑欝rra妥結3走行政無銭

（参考）市町の防災行政無線

市町が整備している防災行政無線には、大きく 2種類あります。一つは f間報系j で、各戸に受
信機を設置したり、地区に屋外スビーカーを設置するなどして、市町役場から地域住民に直接情報
を放送するものです。もう一つは r移動系jで、主として市町役場と支所、避難所などの連絡用と
して配備しているものです。
現在、 29市町のうち、 28市町が同報系無線・（間報系無線を未整備の名張市は、コミュニティ FM 

放送にて対応）を、 29市町が移動系無線を整備しています。
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3 震度情報システム

( 1 ）概要

震度情報システムは、県内の市町および支所等の 69箇所に設置した震度計で震

度情報を収集するもので、その情報は災害対策本部における被害状況の推定および

初動対応の検討等に活用するとともに、気象庁および消防庁にも提供しています。

(2）令和2年度の取組

現在使用している震度情報システムについては、メ｝カーのサポート期間が終了

し、修理対応が不可能なことから、震度情報の確実な収集体制を維持するため、平

成 30年度にサーバーと 2箇所の震度計の更新を完了しました。

残り 67箇所の震度計について、令和元年度から令和 2年度にかけて更新工事を

行っており、これにより震度情報システムにおける全ての更新作業が完了します。

震度情報シスチム

：~：：：1t異議｜、ο
♂灘〉 ν、

事V’ 喝事九

29箇所 ~，~， 争

所笛

「
i
l
l
l〉
i
l
l
l
J

（参考）気象庁、消防庁に送信される震度靖報について
気象庁では、気象庁が設置している震度計、全国の都道府県が設置している震度計および国立研

究開発法人紡災科学技術研究所が設置している震度計による震度情報を集計し、データの確からし
さの検証を行ったうえで、一般に公表しています。
また、消防庁では、全国の都道府県が設置している震度計による震度情報を集計し、被害状況の

推定および初動対応の検討に使用しています。
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1 0 危機管理の推進について

1 三重県危機管理方針等

県では、「三重県危機管理方針J、「三重県危機管理計画Jおよび「三重県危機管

理実施要領Jを作成し、「知るj、「備えるJ、「行動するJをキーワードとして、全

庁的な危機管理を推進しています。

( 1 ）三重県危機管理方針

県の危機管理推進の基本的な方針をまとめたもので、全職員が危機管理に取り

組む共通認識とするものです。

( 2）三重県危機管理計画

危機管理体制の構築、危機発生時の対応、未然防止対策等の危機管理に係る基

本的な取組をまとめたものです。

( 3）三重県危機管理実施要領

危機管理を実施する際の各取組の具体的な内容やサポートツ｝ル等をまとめ

たもので、職員の行動の手引きとなるものです。

2 危機管理体制

平成 24年度から、多岐にわたるリスクに対して、より一層、的確な対応を図る

ため、危機管理に関して全庁を統括するとともに、危機発生時における各部局横断

の強い指揮権限を持つ「危機管理統括監jを設置し、危機管理体制を強化していま

す。また、平成 25年度には、「危機管理地域統括監j を設置し、地域における危機

管理機能を強化しています。

さらに、各部局等に「危機管理責任者j を配置し、「危機管理責任者会議Jの設

置により部局間の連絡調整を行うなど、全庁的な危機管理を推進する体制を構築し

ています。

危機発生時には、必要に応じ危機対策本部を設置し、迅速かっ的確に対応します。

( 1 ）防災対策部の主な取組

①危機・リスク情報の早期把握と対応

各部局等において、危機・リスク情報（県民生活に好ましくない影響を及ぼ

す事態や県の組織運営において県民の信頼を損なう事態の発生につながる恐

れがある情報）を認知した場合には、危機管理統括監から知事へ迅速に報告を

行うとともに、各部局等に対し、その処理対応について助言、調整等を行って

います。

②発生した危機事案の原因分析と再発防止措置の実施

県において危機が発生した場合には、危機発生の原因（人的要因、システム

的な要因）や背景にある問題点を分析し、再発防止のために必要な措置を講じ

ることとしています。
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③リスク情報等の活用

職員向けの庁内ホームページや庁内メールを活用し、危機管理に関する情報等

について全庁へ情報共有を行うことにより、危機発生の未然防止を図っています。

④危機管理の取組状況のモニタリング

各部局等における危機管理の取組状況を、防災対策部においてモニタリングし、

その取組の改善を支援しています。

⑤研修・訓練

ア 新任所属長、新任班長等を対象とした職務に応じた危機管理研修を実施

イ 課長等（本庁の課長および地域機関の室長等）が課室員に対し対話形式に

よる研修を実施

ウ 個別の危機管理マニュアルに基づく危機対応訓練や、危機管理連絡網に基

づく情報伝達訓練の実施

( 2）令和2年度の取組

引き続き、職員の危機管理意識の浸透や危機への対応力の向上に向け、研修・

訓練を実施します。

また、各部局の危機管理責任者等と連携を密にし、危機発生時により迅速かっ

的確に対応していきます。

3 内部統制制度

地方自治法の改正により、令和2年4月1日から、内部統制制度が導入されまし

た。

今後は、「三重県における内部統制に関する方針Jに基づき、各所属においてリ

スクへの対応策を定め、業務を適正かっ効果的に実施していきます。

本県の内部統制体制については、内部統制の推進を総務部、内部統制の整備・運

用状況の独立的評価を紡災対策部が担うこととなり、令和 3年度以降、庁内の体制

や各所属における内部統制の整備状況及び運用状況を評価し、監査委員の意見を付

して議会に提出のうえ、公表します。
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1 1 国民保護 の 推 進 に つ い て

1 国における関係法令等の整備

－平成 15年6月 「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び

国民の安全の確保に関する法律J（事態対処法）の制定

－平成 16年6月 「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する

法律J（国民保護法）の制定

－平成 17年3月 「国民の保護に関する基本指針J（以下、国基本指針）を閣議

決定（都道府県国民保護モデ、ノレ計画の公表）

2 県における自民保護計蘭の作成

関係法令や国基本指針に基づき、県では、平成 18年3月に、「三重県国民保護計

画J（以下、県国民保護計画）を作成しました。（県内全市町も作成済）

その後、国基本指針等の改正に基づきミ所要の変更を行っています。（直近では、

平成 29年 12月に国基本指針が新たに変更されたこと等をふまえ、平成 30年4月

に県国民保護計画を変更しました。）

3 県国民保護司II練の実施

緊急対処事態発生時における初動対応の確認、関係機関相互の連携強化等、対処

能力の向上を図るため、平成 19年度から県国民保護計画に基づく訓練を実施して

います。昨年度は、令和元年 11月に園、市町、関係機関と国民保護共同図上訓練

（検討会方式）を実施しました。

なお、今年度は、令和3年 1月に国との共同図上訓練の実施を予定しています。

【これまでの訓練実績｝

－図上訓練（県単独）：平成 19、21、22、23、26年度

・図上訓練（国共同）：平成 20、27、28、30、令和元年度

・実動訓練 ：平成 24年度

－弾道ミサイノレを想定した住民避難訓練：平成 29年度

ジェイ・アラート

4・ J -AL ER  T宇の整備および訓練

住民に緊急情報を伝達するための有効な手段である jアラートが県内すべての

市町に整備されています。，

今年度は、全国一斉情報伝達試験が 3回（令和 2年5月 20日、 10月、令和3年

2月）実施されるため、これらの試験を通じて、市町の対応力の向上を支援してい

きます。

なお、弾道ミサイノレが本県に飛来する可能性がある場合の対処について、 Jアラ

ート作動と同時に、知事を本部長とする「三重県危機対策本部Jを設置し、初動対

乎応にあたることとしています。
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*J-ALERT （全国瞬時警報システム）

津波警報や緊急地震速報、弾道ミサイル情報といった対処に時間的余裕のない事態に関する

情報を、人工衛星を用いて国から送信し、市区町村の防災行政無線等を自動起動することによ

り、国から住民まで緊急情報を瞬時に伝達するシステム

5 避難施設の指定

県においては、県国民保護計画に基づき、地域の実状をふまえ、市町と連携・協

力し、避難施設の指定を行ってきたところです。

昨年度は、国管理道路の地下通路など（37か所）を避難施設に指定しました。引

き続き、より多くの避難施設を指定するよう取組を進めます

【避難施設の指定状況｝

平成 31年4月1日現在： 施設数 1,902 収容人数 3,143千人
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別添資料

新型コロナウイルス感染症に係る県主催のイベントの開催基準

（令和之年5月26日時点）

( 1 ）基本的な考え方

5月 25s＇政府は、特定警戒都道府県として指定されていた北海道、埼玉県、千

葉県、東京都、神奈川県の5都道県の緊急事態宣言を解除しました。これにより、

4月7sの7都府県への発令から始まった国内史上初の緊急事態宣言は、全て解除

されたこととなります。

国内の感染状況は、 4月上中旬の全国的な感染拡大の進行が見られた頃と比較す

れば大幅な改善傾向にありますが、政府は『新しい生活様式』の定者等を前提とし

て、一定の移行期間を設け、移動自粛やイベント開催の基準等を緩和しつつ、段階

的に社会経済の活動レベノレを引き上げていく方針を示しました。

こうしたことをふまえ、県が主催するイベントについて、次のとおり取り扱うこ

ととします。

－不特定の方が集まるイベントは、感染リスクが高いことから、中止または延期と

します。

－参加者が特定できる場合においても、感染防止対策を十分に講じることができな

い場合は、中止または延期とします。

・全盟約な人の移動を伴うイベント（スポ｝ツの試合等）は、 6月 18日まで中止ま

たは延期とします。 6月 191日以後は、ま引土無観客での開催とします。 7月 10

日以後l士、下表の規模（参加人数）、収容定議に係る人数割合及び人と人との距離

に係る要件により開催の可否を判断します。

. [ 5月 31日まで］北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県で開催するイベン

トは、中止または延期とします。なお、その他府県での開催については、当該府

県のイベント開催及び移動に関する方針に留意し、慎重に検討するものとします0

・［ 6月 1日から 6月 18日まで｝北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県での

開催については、当該都道県のイベント開催及び移動に関する方針に留意し、慎

重に検討するものとします。

なお、イベント開催の可否を判断するに当たっては、下表の規模（参加人数）を

呂安とし、かっ屋内にあっては参加人数が収容定員の半分以下であること、屋外に

あっては人と人との距離を十分に確保できること（できるだけ 2m）を満たし、（2 ) 

の感染防止対策を徹底のうえ、実施するものとします。

また、下表の参加人数に満たないイベントであってもイベントの形態や場所によ

ってリスクが具なることには十分に留意することとします。

期間 屋内 屋外

5月 26日カミら 参加人数 100人以下 200人以下

6月 18 sまで 収容率等 50出以内 十分な間隔

6 Jl 1 9日カミら 参加人数 1, 000人以下

7月9日まで 収容率等 5C同以内 十分な間隔

7月 10日カミら 参加人数 5,000人以下

7月31民まで 収容率等 50話以内 十分な間隔

※8月1日以降の取扱いについては、国の方針に基づき検討



＼ 

( 2）開催する場合の感染防止対策

次の項目など適切な感染防止対策を徹底することとします。

（開催前の対策）

・参加者には次の注意事項を事前に周知すること

0 [5月 31日まで］県外にお住まいの方は、感染防止の観点から、参加について

今一度検討し、ただき、控えていただくようお願いします。

0 [6月1白から 6月 18日まで］北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県に

お住まいの方は、当該都道県の移動に関する方針に十分留意し、慎重に対応し

ていただくようお願いします。

0感染拡大している国への訪問膝が 14日以内にある方は参加できません。

O発熱や咳等の風邪症状がみられる方は参加できません。

0高齢の方や基礎疾患をお持ちの方で、感染リスタを心配される方は参加をご遠

慮いただくようお願いします。

0参加したイベントで感染が発生した場合、保健所などの聞き取りにご協力くだ
さし、。

（潤催時の対策）

・参加者へ手洗いの推奨を行うこと。

・①密関空間（換気の悪い密関空間である）、②密集場所（多くの人が密集してい

る）、③密接場面（互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる）と

いう 3つの条件（ 3つの「密J）の回避や、人と人との距離を確保するための対応

策を講じること。

－密閉された空間において大声での発声、歌唱や声援、または近接した距離での会

話等が行われないようにするとと。

－その他、適切な感染防止対策（入退場時の制限や誘導、待合場所等における密集

の回避、手指の消毒、マスクの着用、室内の換気、出演者の発声等を伴う催物に

あっては客席との十分な距離の確保、声援に係る感染防止策等）を講じること。

・感染拡大のリスクを高める可能性があるととを踏まえ、イベントの前後や休憩時

間などの交流等を極力控えるよう参加者に対して呼びかけること。

• 6月 19日以後においては、イベントの出演者等の移動も増大することに照ら

し、イベントの選手・出演者、観客等の移動中や移動先における感染防止のた

めの適切な行動管理を行うこと。

( 3）留意事項

本開催基準については、新型コロナウイルス感染症を巡る状況に変化があった場

合には、適宜見直すこととします。


